
第17章　 司法 ･ 警察

　　　　　　　　　　　　　　　この表は福岡家庭裁判所（本庁）における家事審判事件の取扱件数である。
　　　　　　　　　　　　　　　(1)後見人等の選任は、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見監督人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人の選任をいう。
　　　　　　　　　　　　　　　(2)後見人等の辞任についての許可は、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見監督人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人の辞任についての許可をいう。
　　　　　　　　　　　　　　　(3)後見人等の解任は、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見監督人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人の解任をいう。
　　　　　　　　　　　　　　　(4)後見人等に対する報酬の付与は、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見監督人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人に対する報酬の付与をいう。
　　　　　　　　　　　　　　　(5)後見等監督処分は、後見、保佐又は補助の事務の報告その他の後見の事務に関する処分をいう。
　　　　　　　　　　　　　　　(6)その他には移送を含む。

総 数 旧 受 新 受 総 数 認 容 却 下 取下げ
その他
(6)

総 数 旧 受 新 受 総 数 認 容 却 下 取下げ
その他
(6)

18 833 1 111 17 722 17 559 16 860  125  325  249 1 274 37 相 続 の 放 棄 の 申 述 の 受 理 5 311  185 5 126 5 093 4 971 －  48  74  218

19 117 1 274 17 843 17 989 17 250  109  422  208 1 128 38 相 続 財 産 の 分 離 に 関 す る 処 分 － － － － － － － － －

19 450 1 128 18 322 18 286 17 644  137  321  184 1 164 39 相 続 財 産 管 理 に 関 す る 処 分 ( 財 産 分 離 ) － － － － － － － － －

19 999 1 164 18 835 18 863 r18 231 r136  314  182 1 136 40 相 続 財 産 管 理 人 選 任 等 ( 相 続 人 不 分 明 )  385  24  361  346  338 －  5  3  39

20 315 1 136 19 179 19 140 18 554  90  246  250 1 175 41 特 別 縁 故 者 へ の 相 続 財 産 の 分 与  36  9  27  18  13  4  1 －  18

19 564  879 18 685 18 681 18 314  51  178  138  883 42 遺 言 の 確 認  6  1  5  6  5 －  1 － －

１ 後 見 開 始 の 審 判 及 び そ の 取 消 し  599  60  539  566  548  4  2  12  33 43 遺 言 書 の 検 認  548  47  501  481  470 －  7  4  67

２ 保 佐 開 始 の 審 判 ・ 取 消 し な ど  493  80  413  435  403  2  19  11  58 44 遺 言 執 行 者 の 選 任  59  8  51  56  52 －  4 －  3

３ 補 助 開 始 の 審 判 ・ 取 消 し な ど  216  29  187  203  181  2  9  11  13 45 遺 言 執 行 者 に 対 す る 報 酬 の 付 与  11 －  11  10  10 － － －  1

４ 後 見 人 等 の 選 任 (1)  150  10  140  139  126  2  9  2  11 46 遺 言 執 行 者 の 解 任 及 び 辞 任  4  1  3  3  2 －  1 －  1

５ 離 縁 後 の 未 成 年 後 見 人 の 選 任 － － － － － － － － － 47 遺 言 の 取 消 し － － － － － － － － －

６ 後 見 人 等 の 辞 任 (2)  64  2  62  62  60 －  2 －  2 48 遺 留 分 の 放 棄 に つ い て の 許 可  21  2  19  21  21 － － － －

７ 後 見 人 等 の 解 任 (3)  3 －  3  2 －  2 － －  1 49 任 意 後 見 契 約 に 関 す る 法 律 関 係  127  8  119  119  114  1 －  4  8

８ 後 見 人 の 財 産 目 録 の 作 成 の 期 間 の 伸 長  1 －  1  1  1 － － － － 50 戸 籍 法 に よ る 氏 の 変 更 に つ い て の 許 可  313  11  302  295  275  11  9 －  18

９ 後 見 人 等 の 権 限 行 使 に つ い て の  53 －  53  53  53 － － － － 51 戸 籍 法 に よ る 名 の 変 更 に つ い て の 許 可  144  13  131  127  101  19  7 －  17

定 め 及 び そ の 取 消 し 52 就 籍 に つ い て の 許 可  1 －  1  1 － －  1 － －

10 住 居 用 不 動 産 の 処 分 に つ い て の 許 可  224  3  221  221  213  1  7 －  3 53 戸 籍 の 訂 正 に つ い て の 許 可  6 －  6  5  5 － － －  1

11 特 別 代 理 人 の 選 任 ( 利 益 相 反 行 為 )  190  25  165  179  171 －  7  1  11 54 戸 籍 事 件 に つ い て の 処 分 に 対 す る 不 服  1 －  1  1 － －  1 － －

12 郵 便 物 等 の 配 達 の 嘱 託 な ど  35  1  34  32  27  2  3 －  3 55 性 同 一 性 障 害 者 の 性 別 の 取 扱 い の  32  1  31  28  28 － － －  4

13 後 見 人 等 に 対 す る 報 酬 の 付 与 (4) 3 798  93 3 705 3 687 3 682 －  5 －  111 特 例 に 関 す る 法 律 ３ 条 １ 項 の 事 件

14 後 見 等 監 督 処 分 (5) 3 060  193 2 867 2 918 2 917  1 － －  142 56 児 童 福 祉 法 28 条 １ 項 の 事 件  13 －  13  10  10 － － －  3

15 第三者が子等に与えた財産の管理者選任等 － － － － － － － － － 57 児 童 福 祉 法 28 条 ２ 項 の 事 件  5  1  4  5  5 － － － －

16 後 見 終 了 に 伴 う 管 理 計 算 の 期 間 の 伸 長 － － － － － － － － － 58 引 き 続 い て の 一 時 保 護 の 承 認  8 －  8  8  8 － － － －

17 成 年 被 後 見 人 死 亡 後 の 事 務  32 －  32  32  31 －  1 － － 59 生 活 保 護 法 30 条 ３ 項 の 事 件 － － － － － － － － －

18 臨 時 保 佐 人 等 の 選 任 ( 利 益 相 反 行 為 )  4  1  3  4  4 － － － － 60 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療  2 －  2  2  2 － － － －

19 不 在 者 の 財 産 の 管 理 に 関 す る 処 分  99  10  89  84  69 －  8  7  15 及び観察等に関する法律23条の２第２項の事件

20 失 踪 の 宣 告 及 び そ の 取 消 し  36  14  22  23  17 －  4  2  13 61 破 産 法 61 条 の 事 件 － － － － － － － － －

21 夫婦の財産管理者変更・共有財産の分割 － － － － － － － － － 62 破 産 法 238 条 の 事 件  1 －  1  1  1 － － － －

22 特 別 代 理 人 の 選 任 ( 嫡 出 否 認 ) － － － － － － － － － 63 中 小 企 業 に お け る 経 営 の 承 継 の  1 －  1  1  1 － － － －

23 子 の 氏 の 変 更 に つ い て の 許 可 3 194  28 3 166 3 165 3 154 －  8  3  29 円 滑 化 に 関 す る 法 律 ８ 条 １ 項 の 事 件

24 養 子 を す る に つ い て の 許 可  11  3  8  11  9 －  2 － － 64 そ の 他  5  1  4  5  5 － － － －

25 離 縁 を す る に つ い て の 許 可  48 －  48  45  45 － － －  3  751  257  494  459  240  39  68  112  292

26 特別養子縁組の成立及びその離縁に関する処分  35  4  31  11  10 －  1 －  24 １ 夫 婦 の 同 居 ・ 協 力 扶 助  5  2  3  3 － － －  3  2

27 親 権 喪 失 、 親 権 停 止 又 は 管 理 権 喪 失 の  8  1  7  4  2 －  2 －  4 ２ 婚 姻 費 用 の 分 担  130  38  92  95  58  8  7  22  35

審 判 及 び そ の 取 消 し ３ 子 の 監 護 者 の 指 定 そ の 他 の 処 分  373  129  244  223  102  19  44  58  150

28 親 権 ・ 管 理 権 の 辞 任 ・ 回 復  1 －  1  1  1 － － － － ４ 財 産 の 分 与 に 関 す る 処 分  23  8  15  13  7  1  1  4  10

29 扶 養 義 務 の 設 定 及 び そ の 取 消 し － － － － － － － － － ５ 祭 祀 の 承 継 者 の 指 定  3 －  3 － － － － －  3

30 推 定 相 続 人 の 廃 除 及 び そ の 取 消 し  4  1  3  2  1 －  1 －  2 ６ 離 縁 後 の 親 権 者 の 指 定 － － － － － － － － －

31 推 定 相 続 人 廃 除 等 に 伴 う － － － － － － － － － ７ 親 権 者 の 指 定 又 は 変 更  43  18  25  26  13  3  8  2  17

遺 産 の 管 理 に 関 す る 処 分 ８ 扶 養 に 関 す る 処 分  6  2  4  3  1  1 －  1  3

32 相 続 の 承 認 又 は 放 棄 の 期 間 の 伸 長  145  5  140  139  132 －  3  4  6 ９ 遺 産 の 分 割 に 関 す る 処 分 な ど  93  42  51  44  19 －  8  17  49

33 相 続 財 産 の 保 存 又 は 管 理 に 関 す る 処 分  6  1  5  5  5 － － －  1 10 寄 与 分 を 定 め る 処 分  20  13  7  10  2  5 －  3  10

34 相 続 の 限 定 承 認 又 は 放 棄 の 取 消 し － － － － － － － － － 11 請 求 す べ き 按 分 割 合 に 関 す る 処 分  53  5  48  40  38 － －  2  13

35 相 続 の 限 定 承 認 の 申 述 受 理  15  3  12  15  15 － － － － 12 生 活 保 護 法 77 条 ２ 項 の 事 件 － － － － － － － － －

36 鑑 定 人 の 選 任 － － － － － － － － － 13 そ の 他  2 －  2  2 －  2 － － －
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